
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 商大線(海岸通)自転車駐車場新設工事 

契約変更後の工事概要 

道路土工 一式 

舗装工 一式 

道路付属施設工 一式 

防護柵工 一式 

 

区画線工 一式 

構造物撤去工 一式 

  仮設工 一式 

設計変更の理由 

（１）型枠式カラータイル舗装工について、路面温度が 35 度以上となる場合は施工不

可となる。施工予定日は路面温度が 35 度以上になると見込まれたため、夜間施

工へと変更し増額となる。 

 

（２）照明の配線について当初は架空配線を想定していたが、景観を考慮し地中配線へ

と変更したため、配管に伴うコンクリート舗装版の取り壊し及び復旧が増額とな

る。 

 

（３）現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


